


学校法人昭和女子大学 総長

　昭和女子大学は100年以上にわたり教職員が力を合わせて学生の育成に取り組み、「世の光」と
なる人材を社会に送り出してきました。グローバル教育の推進、キャリア教育など多くの分野で成果を
上げています。
　一方、円安や物価高の影響もあり学生たちと保護者の負担は増えています。また、情報化社会に
おける最新の教育・研究環境を整備するにも、多額の費用が必要になっています。
　少子化が進む日本では、人材（人財）は企業のみならず社会にとってかけがえのない宝だという
認識が高まり、人的投資の必要性と中でも教育の重要さは改めて注目されています。
　ぜひ卒業生、退職された教職員など多く学園に関わってこられた方々から、学園に対する応援と
愛情のしるしとして少額でもご寄付を賜れば幸いです。

学校法人昭和女子大学 理事長

　昭和女子大学は、「世の光となろう」を建学の精神として1920年に設立されました。爾来、清き
気品、篤き至誠、高き識見を校訓三則として有能な女性を育て、2020年に創立100周年を迎えました。
　本学では、現在「グローバルな視点をもって、自立して社会で活躍できる女性の育成」を目標として
グローバル教育、キャリア支援、プロジェクト型学修※に力を入れ、連続女子大就職率全国1位を長年
にわたり達成するなど各方面から高い評価を受けています。
　女性を取り巻く環境にはまだまだ障害が多く、次の100年に向け、本学の教育を更に進化するため
には、我々教職員、学生が一層努力していくことはもちろんですが、保護者、卒業生、関連企業・
団体、地域の皆さまなどの御支援・御協力をお願いする必要があると思います。
　次の100年の女性を育てていくため、是非御支援をいただきますようお願い申し上げます。

昭和女子大学サポーターズ・クラブ会長　稲穗 照子

　昭和女子大学は、創立以来「全人教育」と「時代に先駆ける精神」を建学の理念として、グローバル
社会への対応、生涯にわたるキャリア教育、地域・企業との連携などに取り組み、「世の光」となる人
材を育成しております。私自身、卒業生として多くの著名な先生方から学べたこと、厳格な規則の寮
生活など、改めて昭和学園では貴重な時間を過ごしたと感じています。
　2020年の創立100周年を機に、次の100年を見据え、学生・生徒の学びと成長を支援するため、
2015年に「昭和女子大学サポーターズ・クラブ」を設立いたしました。
　卒業生、保護者、教職員をはじめ、昭和学園を支え励ます多くの皆さまとともに、「昭和コミュニ
ティ」の絆をより強固なものにして「昭和学園」を支えていきましょう。

※プロジェクト型学修：企業や社会と連携協力して具体的課題を設定し、その解決方策を学生自ら探る活動

世の光として
次代で輝く女性を
育てるために。







学校法人昭和女子大学 学園本部 総務部
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ご支援に関するお問い合わせ

ご寄付いただいた金額の2,000円を超える部分については、寄付者の選択により、
所得控除又は税額控除を受けることが出来ます。

ご寄付いただいた翌年の1月1日に東京都お住まいの方は、都民税の控除を受けること
ができます。詳しくは各自治体にお問い合わせください。

一律で
算出
できます

所得税率に関係なく所得税額から直接控除
されるため、多くの方において、所得控除制
度と比較して減税効果が大きくなります。

所得控除を行った後に所得税率をかけるため、
所得金額に対して寄付金額が大きい場合には
減税効果が大きくなります。

税
額
控
除

年間寄付金額※1が2,000円を超える場合に、その超えた金額が、
当該年の所得金額から控除されます。

※１ 控除対象となる寄付金額は、年間の総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。　※2 年間の所得税額の25%が限度となります。

所
得
控
除

計算方法

計算方法

年間給付額※１が2,000円を超える場合に、その超えた金額の40%に
相当する額が、当該年の所得税額から控除※2されます。

例えば、30,000円をご寄付されると、
所得税11,200円※1が控除されます。

※2

所得によって税率、控除額が変わるため、
個々の算出が必要です。

お手続き

遺言書による遺贈を利用したご寄付につきましても
受け付けております。遺贈により本学の充実・発展へ
お力添えくださる方は、総務部までご相談いただけ
ますと幸いです。

所得税の控除

住民税の控除

所得税の控除と住民税の控除の適用を受ける場合は、ご寄付いただいた翌年の確定申告期限までに所轄の税務署で
手続きを行ってください。なお、確定申告の際には、ご寄付後にお送りする下記の書類が必要となります。
①税額控除の場合：「寄付金受領証明書」及び「税額控除に係る証明書（写）」
②所得控除の場合：「寄付金受領証明書」及び「特定公益増進法人証明書（写）」

寄付金－2,000円（控除の適用下限額）

（寄付金額－2,000円）×40%

所得金額
から控除

税 制 上 の 優 遇 措 置

学生が
成長する大学

学校
法人昭和女子大学

詳細は下記を
ご確認ください。

税 制 上 の 優 遇 措 置

税 制 上 の 優 遇 措 置遺 贈 寄 付 に つ い て






